


第６回青梅市選挙管理委員会日程 

 
令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日 

午 後 ６ 時 ０ ０ 分 

市 役 所 ２ 階 

２ ０ ６ 会 議 室 

 

１ あいさつ 川鍋委員長 

 

２ 報告事項 東京都知事選挙期日前・不在者投票状況について 

 

３ 議  事 付議案件 東京都知事選挙における開票立会人の決定につ

いて  
認定第１号 東京都知事選挙における投票管理者の変更の

専決処分について  
 

４ そ の 他 (1) 次回委員会の開催日程について 

日 時 令和６年７月７日（日）午前１０時００分 

会 場 市役所６階 選挙管理委員会事務室 

議 題 選挙人名簿登録者の抹消決定について 

(2) その他 







 

〈付議案件資料〉 

 

○ 公職選挙法 
 

（開票立会人） 

第六十二条 公職の候補者（衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党（第八十六条第一

項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。）及び公職の候補者（候

補者届出政党の届出に係るものを除く。）、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出

政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等）は、当該選挙の開票区ごと

に、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中か

ら、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町

村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙の他の開票区における開票

立会人となるべき者及び当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者と

して届け出ることはできない。 

２ 前項の規定により届出のあつた者（次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの

届出に係る者を除く。以下この条において同じ。）が、十人を超えないときは直ちにその者をもつて

開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定め

た者十人をもつて開票立会人としなければならない。 

一～四 省略 

３ 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人

以上開票立会人となることができない。 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出

にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委

員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となることができない。 

５ 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の

候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた

者二人以外の者は、その職を失う。 

６ 第二項、第四項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会にお

いて、予め告示しなければならない。 

７ 第二項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職

を失う。 

８ 都道府県の選挙管理委員会が第十八条第二項の規定により市町村の区域分けて、又は数市町村の区域

の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を選挙の期日前二日から選

挙の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を選挙の期日以

後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選

挙人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、

開票に立ち会わせなければならない。ただし、同一の政党その他の政治団体に属する者を三人以上選任

することができない。 
９ 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は開票立会人が選挙の期日の前日までに三

人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に三人に

達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないと

き若しくはその後三人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区の区域の全部又は一部

をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任

し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開

票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け

出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員

会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治

団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出

政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会

人と通じて三人以上選任することができない。 

１０ 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。 

１１ 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 

 



                           認定第１号  
 

東京都知事選挙における投票管理者の変更の専決処分につい

て  
       
 このことについて、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第  

１３７条第１項の規定にもとづき、別紙のとおり専決処分したので、同条

第２項の規定にもとづき委員会の同意を求める。  
 
  令和６年７月４日  
 
                提出者 青梅市選挙管理委員会  
                     委員長 川 鍋 信 夫  





〈認定第１号資料〉 

 

○ 地方自治法施行令 

〔議決に代る委員長の専決処分〕 

第百三十七条 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自

治法第百八十九条第二項の規定による除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充てて

もなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。 

② 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を

求めなければならない。 

 

 

 

○ 公職選挙法 
（投票管理者） 

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。 

２ 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これ

に充てる。 

３～７ 省略 

 


